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ボランティア指事鳥保険 
（傷害保険、賠償責任保険、国内旅行傷害保険） 

（http：／／www．fukushihoken．co．jp）

ふくしの保険

地域福祉活動やボランティア活動の 
さまざま棟行事1こおtナる 

⑥主催者や参加者のケガ 
⑥主催者の賠償責任（主催者責任） 

を補償します 
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社舗英全国社会福祉協議合
法
〔本制度の契約形態〕

本制度は、ボランティア行事を実施する主催者ならびにその行事の参加者を被保険者（保険の補償を

受けられる方）として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。



加入申込人（加入対象者） （ご加入いただける方）

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならび！こ社会福祉協議会が選書するボランティア・市民活動センター柏と！こ登録されて
いるボランティア、ボランティアグループ、団体（※）

（※）登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人・地方公共団体、その他地域福祉活動の推
進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。

（※）営利企業（株式会社・有限会社・合同会社、合資会社・合名会社等）が実施主体である行事は補償の対象外としていますが、企業内の有志の方々
の自発的な活動による行事は、補償の対象となります。企業内有志の方々の自発的な活動による行事の場合は・グループの代表者を加入申込
人としてください。

被保険者 （保険の補償を受けられる万）

ケガの補償　・・・行事参加菩全員（主催者（個人）を含みます。）

賠償責任の補償・・・行事主催者および共催者（勃幅の実習を伴う行事の場合、行事動惜個人の実習中の損害賠償責任も補償します。）

対象となる行事
地域福祉活動（※）やボランティア活動の一環として日本国内で行われる香煙行事

（※）地域福祉活動とは、地域住民や関係団体（自治会・町内会などを含む）、ボランティア・当事者などが主体的に参加し・地域社会における福祉
の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組むさまざまな活動です。
※行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援などの関連がないと対象になりません。

※学校からの加入申込みの場合、先生、生徒を対象とした学校管理下（クラブ活動・課外指導中などを含みます。）にある行事は対象になりません。
※不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません○

例）lルードにおいて沿道で観覧する不特定の方を対象とするような場合
ただし、lルードのスタッフのみを対象とする場合は、このかぎりではありません（この場合、スタッフ全員での動日大となります）。

※グループや団体の構成員が行う組織活動（総会など）および親睦が目的のレクリエーション行事は対象になりませんo

補償期間（保険期間）

行事開催期間（別人手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。）

補償金額（保険金額）
Aプラン・Bプラン・Cプラン共通
（熱中症危険補償特約セット、団体割引15％適用済）

－ ��保険金の耀類　∴ ��橋慣内容 

ケ ガ の 禰 憤 �参 加 者 本 人 の ケ ／ガ �死亡保険金 ��400万円（※－） 

i後遺障害保険金 ��400万円（限度額） 

入院保険金日額 ��3，500円 

手術 保険金 �入院中の手術 �35，000円 

外来の手術 �17，500円 

通院保険金日額 ��2，200円 

粥 任 ��、対人事故 ��1名・l事故2億円（限度額）（※与） 
対物事故 ��1事故1，000万円（限度額）（※5） 

保険料（1名あたり）
Aプラン（宿泊を伴わない行事）、Bプラン（宿泊を伴う行事）、Cプラン（宿泊
を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事）の3プランがあります。

本多ラン（※2）（宿泊を住め軌1行動／ 

Al行事 ��A2行事 ��A3行事 

1日28円 ��1日126円 ��1日248円 

（最低保険料　560円） ��（最低保険料2，520円） ��（最低保険料4，960円） 

＼＼、Bプラン（※3）（宿泊客伴う行雲） 

l泊2日（2日間） �241円 ��4泊5日（5日間） ��354由 

2泊3日（3日間） �295円 ��5泊6日（6日間） ��359円 

3泊4日（4日間） �300円 ��6泊7日（7日間） ��364円 

Cプ事シ（※4）（宿泊を伴わ株いかつ動噂が車軸萌定でき軌1締） 

Al区分の行事 

1日28円 

（最低保険料　560円） 

⑥Aプラン・Bプランは行事開催地への往復途上のケガも補償の対象となります。Cプランは対象となりません。賠償責任の補償は主催者責任が
問われた場合のみ往復途上の事故も対象となります。
◎登録研修機関がたんの吸引や経管栄養の実地研修を行った際の事故による損害賠償責任については、研修主催者はもちろん、研修参加者も補償の対象と的ます。

（※1）すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
（※2）Aプランにおける区分は、開催する行事の内容によって異なりますので行事区分表をご覧ください。

籍詣≡諮藍藷整諜諒器既攫諜籠課業諜鞘器諾粘所の境界が明確に区分遮
る会場（グラウンド等）で開催する行事に限ります。

（※5）賠償責任の補償の限度額は、補償の対象となるリスクの種類ごとに適用されます。

Aプラン・Bプラン・Cプランの比較

主な項目 �Aプラン �Bプラン∴ �Cプうン／ 

加入対象行事 �日帰り行事（Al～A3の区分あり） �行事の種類は問いません �日帰りの「Al行事」、開催場所制限あり 

保険料 �1日1人　Al：28円　A2：126円　A3：248円 �保険料表を参照ください。 �1日1人　28円（AプランAl行事に同じ） 

名簿 �備付必須 �提出必須 �備付、提出ともに不要 

往復途上の補償 �あり �あり �● 

最低保険料 �各区分とも20名分 �なし �20名分 



お支払いする保険金の内容

：保険金の輯類＼ �補慣内容 

ケ： 繋 輔； ：償∴ �死亡保険金 �対象となる行事の参加中および往復途上（Cプランは除きます。）における、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といい ます。）によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお 支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします○ 

死亡保険金の額＝死亡保険金額の全額I 

後遺障害保険金 �事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡 保険金額の4％～100％をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ死亡保険 
金額を限度とします。 

後遺障害保険金の額＝死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（4％一100％）i 

入院保険金 � �事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日 
こつき入院保険金日額をお支払いします。 

入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（事故の発生の日から180日以内）i 

手術保険金 � �事故によりケガをされ、事故の発生の目からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所にお いて、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に かぎります。なお、1事故に基づくケガこ対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた手術の場合＞ 

の手術保険金をお支払いします。 
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術（※l） 
②先進医療に該当する手術（※2）‾ 

＜入院中に受けた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍） 
＜外来で受けた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額×‾5（倍） 

（※1）以下の手術は対象となりません。 　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および摂動術、 

抜歯手術 
（※2）先進医療に該当する手術iよ治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の 
処置を施すものにかきります。 

通院保険金1 �事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限 度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、 

通院保険金をお支払いしません。 

通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（事故の発生の日から180日以内の90日限度）i 

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を固 
定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払 
いしません。 

潜 �（D損害防止費用 �被保険者が損害の妨止や拡大を肪止した際に支出した費用をお支払いします。 

①緊急措置費用 �損害の拡大や防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被保険者に対する応急手当・ 緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 

③権利保全行使費用 �被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 

④争訟費用 �被保険者が事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 

（D協力費用 �被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパン日本興亜が必要に応じて社協（被保険者）の代わりに解決に向けた対 応を行う場合に、被保険者が損保ジャパン日本興亜に協力するために支出した費用をお支払いします。 

⑧損害賠償金 � �被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 

責 任＼ ∴軍 ��＜身体賠償事故の場合＞ 
治療費、医療費、慰謝料等 
＜財物賠償事故の場合＞ 
修理費、再調達に要する費用等 
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の 

損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等ほお支払いの対象となりません。 

（D被害者対応費用 （対人見舞費用） �対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金・見舞品の購入費用を被害者の状況に応じて死亡時10万円・ 入院時3万円・通院時1万円を限度にお支払いします。本補償をご利用後に賠償請求を受け、最終的に賠償責任を負 

う場合には、賠償保険金のお支払い時に、この補償分を控除させていただきます。 

（㊦事故対応特別費用 �上記①～⑥の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを 被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用（文書作成費用、交通費、事故現場の調 
査費用、記録費用・通信費等）をお支払いします。 

※①から⑤までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。
※⑥損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、④争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
争訟費用の総額＝争訟費用の総額×支払限度額／⑤損害賠償金

講話艶聞寵艶 

【先進医療】 �病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術を 
いいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページを 

ご覧ください。（http：／／www．mhiw，gO．jp／topics／bukyoku／isei／sens面ryo／kikan．htmi） 

【治療】 �医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療 
をいいます。 

【通院】 �病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器 
具等の受領等のためのものは含みません。 

【入院】 �自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 

【免責金額】 �支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 
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保険金をお支払いする主な場合
〔ケガの補償〕
参加者が行事中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし

た場合や食中毒により身体に傷害を負われた場合に保険金を

お支払いします。

熱中症（日射病・熱射病）の場合にも保険金をお支払いします。

（A・B・Cプラン共通）

●虐1れあい広場の会場内で参加者が転んでケガをし通院した。

●ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをし通院した。

●行事中に出た弁当が原因で食中毒（0－157）になり入院した。

●行事終了後の帰宅途中に交通事故にあい参加者が亡くなら

れた。（A・Bプランは補償します。）

●行事参加者が熱中症になり入院した。（A・B・Cプラン共通）

〔賠償責任の補償〕
主催者が行事開催中の事故により、他人にケガを負わせたり、他人の者をこわした

ことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。

（対人事故）

●運動会会場の設営の不備で入場者にケガを負わせてしまった。（施設所有管理者リスク）

●行事開催中、火災が発生し誘導ミスで参加者を死亡させてしまった。（施設所有

管理者リスク）

●キャンプで主催者の責任により食中毒が発生した。（生産物リスク）

●介護職員初任者研修の参加者が実習中、お年寄りにケガを負わせた。（施設所

有管理者リスク）

（対物事故）

●研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失してしまった。（受

託者リスク）

保険金をお支払いできなしl主な場合

〔ケガの補償〕

●故意または重大な過失

●自殺行為、犯罪行為または闘争行為

●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

●脳疾患、疾病または心神喪失

●妊娠、出産、早産または流産

●外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるも

のである場合は、保険金を支払います。

●戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※l）を除きます。）、核燃料物質等によるもの

●地震、噴火またはこれらによる津波

●頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等で医学的他覚所見（※2）のないもの

●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）、航空機操縦（職務として操縦する場合を

除きます。）、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故

●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）の間の事故　　　　　　　　　　　　など

（※l）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関

して行う暴力的行為をいいます。

（※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

〔賠償責任の楠慣〕
●故意

●航空機、自動車または施設外における船、車両（自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）もしくは動物の所有、使用または

管理（貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。）に起因する賠償責任

●施設や昇降機の新築、改築、修理、取りこねしその他工事

●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

●地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象

●医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要す

る業務に起因する賠償責任

●被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任

●原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任

●福祉用具貸与に関して他事業者（リース、レンタル業者）等から供給を受けている場合に、その用具に与えた損害に起因する賠償責任

●受託物の自然の消耗、欠陥、ねずみ食い、虫食いなどに起因する賠償責任保険

●受託物が利用者・第三者（受託物の所有者）に引き渡された日から30日以後に発見された損害に起因する賠償責任

●法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為による損害

●被保険者が他人に損害を与えることを予見して行った行為による損害

●排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任

●被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任

●石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任

●汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任

●修理または加工に起因する賠償責任

●屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任

※自動車による事故は、行事参劇毒自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故標との賠償責任！こついては対泉となりません。（自動車保険での 

補償となります。） 
※自動車とは、道路交通法螺らびに道路運送車両法iこ定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンポ・フォークリフト・クレー 

ン章拡とを含みます。 
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行事区分表
地域福祉活動やポランティア活動の一環として行われる富種行事が対泉です。

霊Å＼ジラフ（宿泊を伴ね軌l得手） 

∴－． �∴Å：日干事：： �A2行事 �；A3行事／ 

あ行 �空カン拾い、歩こう会、慰安会、囲碁：稲狩り（コンバインを使用しない）、 �アイススケート、アスレチック、－ �合気道、アイスホッケー、アメ 
いも煮会、いも堀、慰問（人形劇、歌程度）、映画鑑賞、遠泳、演芸会、遠足、 �輔車、鵜飼体験、運動会、エアドーム・ �リカンフットボール、居合道、 
iお神楽、お菓子作り、お茶会、踊り太鼓、お花見、お参り、お店屋さんごつ �エアーマット（トランポリンのよう �オリエンテーリング（自動車に 

こ＼オリエンテーリング（徒歩によるもの）、音楽鑑賞 �なもの）、駅伝 �よるもの） 

か行 �カーリング、会議・会合、海水浴、街頭募金：化学教室（観察する程度）、 �川下り（観光用）、器械体操、キック �カバディ、カヤック、空手、キツ 

貸しボート乗り、河Iii清掃、仮装行列、鐘つき、紙すき教室、カラオケ、 �ベースボール、キャンプファイヤー、 �クボクシング、華スキー、ク 

カルタ、川原遊び（ゲーム・水遊び程度）、観劇、乾布摩擦、合唱、肝試し、 �競歩、車椅子ジョギング、車椅子I（ �ルーサー遊覧（クルージング）、 

敢憲法講習（人工呼吸、応急処置の仕方程度）、金魚すくい、草刈り（電 �スケットポール、車椅子マラソン、ク �クロスカントリー（スキーを使 

動工具を使用しない場合）、クリスマス会、栗拾い、車椅子テニス、見 �ロスカントリー（スキーを使用しな �用する場合）、車椅子サッカー、 

学会（工場、公共施設、展覧会等）、健康診断、健康増進教室（体力テスト、 �い場合）、見学会（船を使用する場 �車椅子ホッケー、硬式野球、 

血圧測定程度）、ゲートボール、工作（子ども対象程度のもの）、交通安 �合）、剣道、交通安全自転車キャラI（ �ゴーカート 

全教室（講習程度）、昆虫採集、御詠歌、ゴムボート遊び、子ども食堂 �ン隊、子ども祭（紙のみこしかつぎ） 

さ行 �魚の放流、山菜とり、サンバ、潮干狩り、詩吟、史跡めぐり、自然観察（海岸、 野原等）、下草刈〇・校はらい（電動工具を使用しない場合）、社交ダンス、 �サイクリング、魚釣り（船を使用す �サ÷フィン、サッカー、少林寺 

るものを除く）、消火訓練（一般市 �拳法、自動車安全運転講習会、 柔道、スキー、スノーボード、 相撲、雪上運動会（スキーを 使用するもの）、そり 

植樹祭、身体障害者技能競技会（和裁、洋裁、陶芸等）、森林浴、自転 �民、学童などが行う程度）、乗馬、 

車乗〇万教室、柔軟体操、水泳、スタンプラリー、ストレッチ、砂遊び、 �ジョギング、スーパースライダー、ス 

清掃（海岸、公園、河川等）、創作ダンス、ソフトlルーボール、ソフトボー �ケート、聖火リレー、船上パー 

ル、スノーボート（プラスチック製の子どものそり遊び）、サロン �ティー、スラックライン 

た行 �太極拳、体力テスト、田植え、宝さがし、炊き出し、竹細工、凧あげ（子 �体育祭、体操（器械体操）、着衣水泳、 �タッチフットボール、玉せせり、 
供用）、卓球、七夕祭り（笹の飾りつけ、バザー程度のもの）、ちょうちん �チアリーディング、ツーリング（自 �たらい舟、ツーリング（自動 

行列、町内清掃、釣堀での釣り、テニス、点字、天体観測、ディスクゴルフ、 �転事・自動二輪）、トライアスロン、 �事）、ドラゴンボート、高飛び 

陶芸、灯ろう流し、トリム体操、豚汁会、ドッジボール、どんど焼き �トランポリン �込み 

な行 �梨狩り、なわとび、乳幼児教室、人形劇、人形作り、人間将棋、ネットボー �なきなた、軟式野球、ネットボール �長靴ホッケー、日本拳法、人間 ぽんば競争 ル（lルーボール形式）、粘土細工、農業体験、納涼大会、納涼l仁一ティー �（バスケットボール形式）、納涼大会・ 

（船を使用しない場合） �納涼lt一一ティー（船を使う場合） 

は行 �バードウオッチング、ILベキュー、ハイキング、俳句会、バザー、ltダー �ハンドボール、バスケットボール、 �裸祭り（けんか祭りは除く）、 バッテリーカー、フットサル、 ブルームポール、ホッケー、ボー／ トレース、棒もて、ボクササイ ズ、ボクシング、ボディボード 

ゴルフ、バドミントン、花火見物、花火大会（市販程度のもの）、羽根つき、 �避難副願・防災訓練（一般市民、学 

バレエ、パレード（徒歩、によるもの）、バレーボール、飯ごうすいさん、 �童等が行う程度）、フィールドアス 

フォークダンス、ブラスバンドプラネタリウム見学、フラフープ、ペダ �レチック、フットベースボール、豊 

ルポート、ペナルティーキックゲーム、ペロタ、盆踊り、ボウリング、歩 �漁祭（船から稚魚を放流する程度 

行ラリー、ポート教室（手漕ぎボートを使用） �のもの）、ポートポール 

ま行 �マーチングバンド、麻雀、マスゲーム、マタニティスクール、マット運動、 �祭り（炭の上を歩く、「投大松明祭 �祭り（山車に参加するもの、神輿 まったけ狩り、的あてゲーム、豆まき、マレットゴルフ、みかん狩り、水 �り」、漁船の海上パレ＿ドマラソン： �に参加するもの、「ねぶた祭り」、 

遊び、民謡、木工教室、もちつき大会、もみじ狩り �もち投げ祭 �「鞍馬の火祭り」）、ミニサッカー 

や行 �やきいも会、遊園地、雪遊び、雪かき（スコップ等で行うもので、屋根 �野球（軟式・準硬式）、遊覧船、ユ �野球（硬式） 
等の高所作業は除く）、ヨーヨーつり、ヨガ �二ホック、ヨット教室、山登り 

“－ノ－ �落語鑑賞会、ラジオ体操、リズム体操、リハビリ体操、料理教室、礼拝、浪曲、 �ライン下り（観光用）、陸上競技、 �ラクロス、ラグビー、レガッタ、 
b†丁 �老人スポーツ大会（血圧測定、輪投はパン喰い競争等）、老人大学講座 �ローラースケート �レスリング、ローラーホッケー 

わ行 �綿菓子作り、輪投げ、わら細工、ワンIロンドバレーボール �わかさき釣り（湖の氷上） � 

【対轟！こならない主璃行事】 
●いかだ●違法看板撤去●岩のぼり●ウオータージャンプ●大凧揚げ●化学実験● ��川下り・ライン下り（観光用以外）●行事の準備または片付iナのみ●狩猟（銃 

を使用するもの）●消防団の訓練●クライミングボード●（電動器具・工具および原動機付の器具・工具を使用する）草刈り・下草刈り・枝払い●建設機械観覧（エ 

事現場見学、建設機械試乗を含む）●サバイバルゲーム●自衛隊公開訓練●少年補導●自転車モトクロス●シュノーケリング（船などで足のつかないところまで行く 

場合）●宿泊を伴う行事●植林●水上オートバイ運転●スキューバダイビング●スノーケル車搭乗●スノーパラセイル●だんじ ���いり祭り●ツリークライミング●出 

初め式●鳥人間コンテスト●熱気球試乗（固定されている場合も含む）●廃品回収●l ��げ－準備●パラグライダー●バンジージャンプ●ハンググライダー●フリー 

クライミング●船釣り●防犯・防火パトロール●ポケットバイク●やくらの組み立て・解体●ポルダリング●マウンテンバイク●夜間パトロール●流鏑馬●山焼き・ 

野焼き●遊覧ヘリコプター●雪下ろし●ヨットレース●ラフティング●ロードレ「ス●登山（アイゼン・ピッケル等の用具を使用するもの）　　　　　　　　など 

Bプラン（宿泊を伴う箱書） 

行事の種類は問いません。 
さプラン（宿泊を伴わないかう動0着が事前こ特定でき拡い待章） 

Al行事で、かつ建物内（施設内）で開催する行事、または屋外の場合i未開催場所の境界が明確に区分できる会場（グラウンド等） 
で開催する行事に限ります。 

※Aプランで異なる行事区分が混在する行事は、行事全体が保険料の高い区分の取扱いになります。（例：AlとA3が混在⇒A3）

※上記行事の例に記載のない行事につきましては、登録されている社会福祉協議会、もしくは福祉保険サービスまたは損保ジャパン日本興亜までお問い

合わせください。
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加入申込手続き

①「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名（フルネーム）またはご捺印ください。
※加入申込人が芸人の場合は必ず法人印をご捺印ください。

※必ずパンフレットの「重要事項等説明書」を確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申し込みください。

②所定の払込用紙（社協コードを必ず記入）を使用して、加入依頼書ごとに保険料を全国社会福祉協議会の指定口座に

お振込みください。

③「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書（お客様用）」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の確認印を

取り付け、専用封筒（ピンク色）にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛にご送付ください。

Aプランの場合は、「参加者名簿」（氏名・住所・電話番号の記載されたもの）を備付けてください。（提出する必要は

ありません。）

Bプラン（宿泊を伴う行事）の場合は、「参加菩名簿」（氏名・住所 電話番号の記載されたもの）を2部ご用憲いただき、

l部は社会福祉協議会にご提出、1部は加入依頼書1枚目（保険会社用）に添付してご送付ください。

④「加入依頼書」の3枚目lこ社会福祉脇議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。 大切に保管してください。

【名簿の取扱蘭書ついて】 

被保険者（補償の対象となる方）の本人確認の垂醇化を図るために諒・〉Bプランともに参雅輩箪簿には以下の3項擬／記載 

してください。 

①参加者氏名　②住所　③電話番号＼ 

●Aプラン（宿泊を伴わ机1行事）：加入申、込捉ま得事参舶書名簿め騙付／げをしてください。 

※加入申込時に名簿の提出義務はありませ極消毒零開催時まで軽薄の備付ができない行事鴎却0人いただけません言 

●Bプラン（宿泊を伴う行事）：加入申込手続き暗走綺寧参加者名簿を2潮ご提出ください。 

●Cプラン（宿泊を伴わ柏Llかつ動帽が事甜こ特定雷雲勘1行事）、十番簿の備付・提出と剖こ不要です。 

加入手続き時の留意点

●吾プランともにその行事1こ参加する万々全員（参棚善・スタッフ善の合計）でご加入ください。

参加者の一部の方のみで加入することはできません。
●行事の開催日前日までに手続きを完了させてください。
※加入申込手続きの完了とは、加入申込人が保険料を全国社会福祉協議会の指定口座に払込み、加入依頼書など必

要書類一式を専用封筒（ピンク色）にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係制度」係宛に送付または提出した時
とします。
●Aプランは、1行事ごとの延参加者数で動日大ください。（延参加者数＝1日の参加者全員の人数×行事開催目数）

l行事とは…⑥同一主催者が行う同一行事が連続して2日間以上にわたる場合にはこれを1行事とします。

◎介護職員初任者研修を含む介護関連研修および、福祉関連研修にかきり、その全課程を1行事とみなします○

ただし、実習日のみの加入は各日を1行事とみなします。

また、主催者を含む行事参加者全員の延参帥音数でご加入ください。
●Aプランは、行事の内容により保険料が異なります。

開催する行事の内容を行事区分表に照らし合わせ、該当する区分にてご加入ください。
．行事区分でご不明な点がございましたら福祉保険サービスまたは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●Aプラン・Cプランの場合、1行事の最低保険料は20名分です。したがいまして、1行事の最低保険料は、Aプラン

の場合Al区分の場合560円、A2区分の場合2．520円、A3区分の場合4，960円となります。Cプランでは560

円となります。
●共催で行われる行事の場合、共催者名を加入依頼書の「行事共催者」欄にご記入ください。
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変更手続き

変更 理由 �∴手続き方法： �変更 理由 �手続き方法 

中 �◎加入申込時の「加入依頼書」（受付社協控）のコピーに当該行事 �短 �⑥加入申込時の「加入依頼書」（受付社協控）のコピーに日程延参 

を朱書で抹消し、余白に中止理由を記入します。 ��加入数・保険料を朱書で訂正し、余白に短縮理由を記入します。 

◎受付社協にて、返れい請求書に必要事項（返れい金額・振込先 ��◎受付社協にて返れい請求書に必要事項（返れい金額・振込先な 
など）を記入します。 ��ど）を記入します。 

止 �◎加入申込時の払込票のコピーを添付します。 �縮 �◎加入申込時の払込票のコピーを添付します。 

◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX（03－358l－4763）し ��◎上記書類を福祉保険サービス苑にFAX（03－3581－4763）し 

てください。 ��てください。 

※返れい金は、全社協より振り込まれます。 ��※返れい金は、全社協より振り込まれます。 

延 �◎加入申込時の「加入依頼書」（受付社協控）のコピーに新しい目 �参 加 者 �⑥増加人数分について新たに「加入依頼書」を作成し区分欄の2． 

‾程を記入します。 ��追加に○印します。 

◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX（03－358l－4763）し ��◎追加保険料を所定の払込用紙にて全社協に払い込みます。 

期 �てください。 ※予め加入依頼書に順延目を記入いただいている場合は手続き不 要です。 �の 増 加 �◎上記書類を専用封筒（ピンク色）にて送付してください。 

延 長 �◎日程が延長された当該部分につき新たに「加入依頼書」を作成し、 �参 �⑥加入申込時の「加入依頼書」（受付社協控）のコピーに減少後の 

余白に「延長」と記入します。 ��延参加人数・保険料を朱書で訂正し、余白に減少理由を記入し 
⑥追加保険料を所定の払込用紙にて全社協に払い込みます。 ��ます。 

⑥上記書類を専用封筒（ピンク色）にて送付してください。 �加 者 の 減 少 �⑥受付社協にて返れい請求書に必要事項（返れい金額・振込先な ど）を記入します。 ⑥加入申込時の払込票のコピーを添付します。 ⑥上記書類を福祉保険サービス宛にFAX（03－3581－4763）して ください。 ※返れい金は、全社協より振り込まれます。 

●上記変更があった場合、：原則として行事開催予定日の前日までに所定の手続きを行ってください。雨天中止など当日にしか

判明しない場合は、翌営業日（開催日が土・日の場合は翌日月曜日）までに手続きを行ってください。
●万が一、手続きが遅れると延期の手続きや保険料の返れいが出来ない場合がありますのでご注意ください。
●Bプランの行事で宿泊日数の異なる参加者がいる場合、宿泊目数ごとに行を変えて保険料を計算してください。（Bプ

ランは最低加入人数はありません。）
●l行事の同一参加者について、AプランやCプランとBプランの両方に加入することはできません。また宿泊を伴う行

事にAプランやCプランで加入することはできません。

事故が起こったら

事故が発生した場合は、応急措置など必要な初期対応を行ったうえで、次の事項を所定の「事故報告書」にご記入のうえ、蛙
ちlこ揖保ジャパン日本興亜の都道府県別の事故担当保険金サービス課までFAXしてください。FAX送信の宛先は裏表紙の連絡

先一覧をご確認ください。

①事故発生の目時・場所　②事故の原因・状況　③ケガの程度・病院名（傷害事故）

④相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度（賠償事故）

※「事故報告書」はご加入手続きをされた社会福祉協議会からお取り寄せいただくか、「ふくしの保険」ホームページ

（http：／／www．fukushihoken，CO．jp／）からダウンロードしてください。

※事故が発生してから30日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

※賠償事故の場合、示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜と相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得るこ

となく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありま

すので、ご注意ください。
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臆商品の仕組み：この商品のAブランCプランは、傷害保険普通保険約款に各種特
約をセットしたものと賠償責任保険普通保険約款に各種特約を
セットしたもの、Bプランは、傷害保険普通保険約款に国内旅行
傷害保険特約等をセットしたものと、賠償責任保険普通保険約
款に各種特約をセットしたものを組み合わせた商品です。

子音保険契約者：社会福祉法人全国社会福祉協議会｝臆保険期間　：保険期間初日の午前0時に始まり、保険期間末日の午後12時

に終わります。
鵜申込締切日　：行事開催日の前日
鵜引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等：
引受条件（保険金額等）、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認く
ださい。
●加入対象者：社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議

会が運営するボランティアセンター・市民活動センターなどに登
録されているボランティア、ボランティアグルーープ・団体

●被保険者　：【ケガの補償】行事参加者（主催者（個人）を含みます。）
【賠償責任の補償】行事主催者および共催者
※参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中
の損害賠償責任も補償します。

●お支払方法：専用の払込用紙を使用し、ゆうちょ銀行から払込み（一括払）
いただきます。なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの払込
みを希望される場合は取扱代理店までお問い合わせください。

●お手続方法：加入依頼書に必要事項をご記入し、社協受付のうえ、専用の
返信用封筒（ピンク色）を使用してご送付ください。ご契約の
保険料を算出する際の行事区分などは、パンフレットでご確
認ください。パンフレットに記載のない行事内容の場合は、お
手続きをされる社会福祉協議会までお問い合わせください。

●変更手続き：行事の中止や延期など加入いただいた内容に変更が生じた
場合は、行事開催前目までに、ご加入手続きを行った社会福
祉協議会経由で代理店福祉保険サービスへ書類をFAXしてく
ださい。

●団体割引：本契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以
降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了
承ください。

菓満期返れい金・契約者配当金：この保険には、満期返れい金・契約者配当金
はありません。
S過去の事故歴等によっては、ご加入をお断りする場合がありますので、あら
かじめご了承ください。

被保険者（補償の対象となる方）が、この保険の対象となる行事の参加中および
往復途上（Cプランは除きます。）において、急激かつ偶然な外来の事故（以下
「事故」といいます。）によリケガ（※）をされた場合、保険金をお支払いします。
（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した
場合に急激に生ずる中毒症状を含みます（細菌性食中毒、ウイルス性食中
毒を含みます。）。なお、「熱中症危険補償特約」がセットされていますの
で、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります（A・
B・Cプラン共通。）。

（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金を
お支払いできません。

「：薫激かつ偶然な夕l采の華厳lについて
臆「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるや
かに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過
程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
臆「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・
結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
臆「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいい
ます。
（注）靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当し
ません。

保険金の種類 ��保険金をお支払いする主な場合 �保険金をお支払いできない主な場合 

ク“ ∴ガ の 補 償 �死亡 �事故によりケガをされ、事故の発生の目からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保 �（D故意または重大な過失 

保険金 �険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その �（∋自殺行潟、犯罪行弟または闘争行薦 
金額を差し引いてお支払いします。 �③無資格運転、酒気を帯びた状態での運 転または麻薬等により正常な運転がで きないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 

死亡保険金の額＝死亡保険金額の全額 

後遺障害 �事故によリケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、 
保険金 �その程度に応じて死亡保険金額の4％－100％をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害 �（勤王振、出産、早産または流産 

保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。 �⑥外科的手術その他の医療処置 （∋戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行潟 （※1）を除きます。）、核燃料物質等に よるもの＿ （㊦地震、噴火またはこれらによる津波（天 災危険補償特約をセットしない場合） （D頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち 
後遺障害保険金の額＝死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（4％～100％） 

入院 保険金 �事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日 
数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 
入院保険金の額＝入院保険金日額×入院目数（事故の発生の目から180日以内） 

手術 �事故によりケガをされ、事故の発生の目からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため 
保険金 �こ病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお �症」）、腰痛等で医学的他覚所見（※2） 

支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、 �のないもの 
入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた手術の場合＞の手術保険金をお支払 �⑲ピッケル等の登山用具を使用する山岳 
いします。 �登はん、ロッククライミング（フリーク 
（D公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手 �ライミングを含みます。）、航空機操縦 
術（※1） �（職務として藻縦する場合を除きま 
②先進医療に該当する手術（※2） �す。）、ハンググライダー搭乗等の危険 な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競 技、競争、興行（これらに準ずるものお よび練習を含みます。）の間の事故 　　など 
＜入院中に受けた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍） 
＜外来で受けた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍） 

（※1）以下の手術は対象となりません。 
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・ 
整復固定術および受動術　歯　術 

（※2）先進医療に該当する手術は、治療を直鞍の目的としてメス等の器具を用いて患部または必 �（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的も 
要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 �しくは宗教：思想的な主義・主張 を有する団体・個人またはこれと 連帯するものがその主義・主張に 

通院 �事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院 
保険金 �日数に対し、90日を限度として、1目につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険 �関して行う暴力的行弟をいいま す。以下同様とします。 （※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検 査、神経学的検査、臨床検査、画像 

金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 

通院保険金の額＝通院保険金日額×通院目数（事故の発生の日から180日以内の90日限度） 

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋骨、胸 
骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数 �検査等により認められる異常所見 
について通院したものとみなします。 �をいいます。以下同様とします。 

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複 
して通院保険金をお支払いしません。 
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用 ≡五 回○○ �【先進医療】 �病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいま 
す。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 
（http：〃www．mhLw一g0．ip／topics／bukvoku／isei／SenSinirvo／kikan．htmL） 

【治療】 �医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 

【通院】 �病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等 
のためのものは含みません。 

【入院】 �自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 

【免責金額】 �支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 

訂，クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2，ご加入時における注意事態（告知義務等）
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引
受判断を行ううえで重要な事項になります。
●ご契約者または被保険者（保険の対象となる方）には、告知事項（※）につい
て、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載
事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、
他の保険契約等に関する事項を含みます。
＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりで、す。
★延人数［Aプラン・Bプラン・Cプラン共通］
★他の保険契約（※）の有無［Bプラン］
（※）「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交
通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約
の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済
契約をいいます。
●口頭でお話しまたは資料提示されただけでは、告知していただいたことに
なりません。告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と
異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払
いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
3：ご加入後における注意事項（通知義務等）
●加入依頼書等記載の延活動従事者の人数が増加または減少となる場合は、
遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務
（通知義務）があります。
■ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保
険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除
することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱
代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保
ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険
料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求し
ます。
＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解
除することを求めることができます。お手続き方法等につきましては、取扱
代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りする
ことや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あら
かじめご了承ください。
＜重大事由による解除等＞
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や、保険契約者、被保
険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当す
ると認められた場合などは、ご契約を1韓除することや、保険金をお支払いで
きないことがあります。
＜他の身体障害または疾病の影響＞
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお
支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものと
して保険金をお支払いします。
4℡責任開始期
保険責任は保険期間初日の保険期間は午前0時に始まります。
5，事故がおきた場合の目安扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜までご通知くださ
い。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、
保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損
保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保
ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお
支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできない
ことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、l父下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本
興亜が求めるものを提出してください。

必要となる書類 �必要書類の例 
（D �保険金請求書および保険金 �保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委 
請求権者力草確認できる書類 �任状、代理請求申請書、住民票　など 
（D �事故日時・事故原因および事 �傷害状況報告書、就業不能状況幸辰告書、事 
故状況等力平確認できる書類 �故証明書、メーカーや修理業者等からの原 

因調査報告書　など 

必要となる書類 �必要書類の例 

③ �傷害の程度、保険の対象の �①被保険者の身体の傷害または疾病に関 
価額、損害の額、損害の程度 �する事故、他人の身体の障害に関する賠償 
および’損害の範囲、復旧の �事故の場合 
程度等が確認できる書類 �死亡診断書（写）、死体検案書（写）1、診断 

書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治 
療費領収書、診察券（写）、運転免許証 
（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書 
類、休業損害証明書、源泉徴収票、 
災害補償規定、補償金受領書など 
（②他人の財物の損壊に関する賠償事故の 
場合 修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害 

品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営 
業状況を示す帳簿（写）　など 

④ �保険の対象であることが確 認できる書類 �売買契約書（写）、保証書　など 

⑤ �公の機関や関係先等への調 査のために必要な書類 �同意書　など 

⑥ �被保険者が損害賠償責任を �示談書（※）、判決書（写）、調停詞書（写）、 
負担することが確認できる �和解調書（写）、相手の方からの領収書、承 
書類 �講書　など 

⑦ �損保ジャパン日本興亜が支 �他の保険契約等の保険金支払内容を記載 
払うべき保険金の額を算出 するための書類 �した支払内訳書　など 

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお
支払いします。

（注1）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書
類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

（注2）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損
保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を
請求できることがあります。

●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を
含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために
必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会ま
たは調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長す
ることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜まで
お問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能
性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場
合もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等
をご確認ください。
6，億験金をお支払いできない主な揚合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いで
きない主な場合】をご確認ください。
7．中途脱退と中途脱退時の返戻金等
この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。な
お、脱退（解約）に際しては、加入時の状況により、ご加入の保険期間のうち
未経過であった期間（保険期間のうちいまだに過ぎていない期間）の保険料
を返れいする場合があります。
8，複‡数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社
は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任
を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の
領収保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っており
ます。

引受保険会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社（幹事）85％
東京海上日動火災保険株式会社15％

9，保険会社破綻晴の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産
の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき
ご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約
返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることが
あります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険
会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
（1）保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで（た
だし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額）が補
償されます。
（2）保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割（注）ま
でが補償されます。
（注）保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適
用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
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□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
□保険金額
□保険期間

□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
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高安下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告
知されているかをご確認ください。）。
ロパンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。

養老名工薯灘“造提琴鉄器灘畿禁逐票遼東竪雲鷺啓開懇三雲」とここ芸ヽ＝ここ壌鱗雲電標場ここ美雪毅親電群露営画街毅馳霞磨こう「ここら＼雪／i‾－）高言鞭毛をん揃配i‾‾：ii＼‾‾i‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾質’／i‾igii’’：‾i汀‾i高／‾ii：i／：‾i”‾”‾‾i‾‾‾‾iii‾‾iii‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」はお客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので
必ずご確認ください。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

本パンフレットをご覧ください。 本パンフレットをご覧ください。

●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成
されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理
店または損保ジャパン日本興亜にご照会ください。
●ご契約の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認くだ
さい。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保
ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを
補償します。
●この保険契約の保険料を定めるために用いる保険料算出の基礎数字は、行
事の参加者数となっています。保険料算出の基礎数字（こつきましては、正確
（こご申告いただきますようお願いします。
●特に、行事の日程や保険料算出基礎数字となる参加者数など保険料計算に
関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なってい
ないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願
いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が著名または記
名捺印ください。
●加入証（加入依頼書3枚目）は大切に保管してください。

●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財
産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づ
き契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約
返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることが
あります。

●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破
綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）ま
たはマンション管理組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合に
かぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合
は、保険金・解約返れい金等の8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発
生した事故による保険金は全額）が補償されます。なお、ご契約者が個人等
以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実
質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分
については、上言己補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保
ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等に
てこ確認ください。
●取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまから
の告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約に
つきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。

（注）加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発
生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、
あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知くださ
い。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を
知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知
が必要となります。

（2）保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項（注）につい（2月美下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本
興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜
からの重要なご連絡ができないことがあります。
（3）ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生し
た場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあり
ます。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったと
きを除きます。
（4）重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当
すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約
が解除されることがあります。
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臆告知義務（ご契約締結8割こおける注意事項）
（1）加入対象者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項に
ついて、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務（告知
義務）があります。

＜告知事項＞
加入依頼書等の記載事項すべて

て、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と
異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約
が解除されることがあります。
（注）告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
（D記名被保険者（加入対象者および共催者）
（∋行事日程およびそ〒事の名称・内容
（∋行事参加者数
（Dその他保険会社が加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
漢通知義務（ご契約締結後における注意事項）
（1）保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損
保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった
場合は、ご通知いただく必要はありません。



万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。加入対象者または
被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部
を差し引いてお支払いする場合があります。
1．以下の事項を、遅滞なく損保ジャパン日本興亜まで所定の書面でご通知く
ださい。
＜1＞事故発生の目時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
＜2＞上記＜1＞について証人となる者がある場合は、その者の住所および
氏名または名称

＜3＞損害賠償の請求の内容　など
2他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または
行使に必要な手続をしてください。
3．損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4．損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認
；′　を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、

被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除き
ます。
5．損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞
なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。

6．他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知し
てください。
7．前記の1．～6．のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または
証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日
本興亜の損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する
場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知し
てください。
●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめく
ださい。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任
を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部につ
いて保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできま
せん。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求
めるものを提出してください。

必要となる書類 �必要書類の例 

① �保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類i �保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票　等 

（D �事故（災害）日時・事故（災害）原因および事故状況等が確認できる �事故状況説明書、薩災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者 
書類 �などからの原因調査報告書　等 

（∋ �保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復 旧の程度等が確認できる書類 �①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 
修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、 
売上高等営業状況を示す帳簿（写）等 
②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠 
償事故の場合 
診堪斤書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 
源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書　等 

（D �保険の対象であることが確認できる書類 �登記簿謄本、売買契約書（写）、登録事項等証明書　等 

⑤ �公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 �同意書　等 

⑥ �被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類‾ �示談書、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、被害者からの領収書、承諾書 
等 

⑦ �質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 �承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書　等 

（⑤ �損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための 資料 �他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書　等 

●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から
原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超
の目数を要することがあります。
（D公的機関による捜査や調査結果の照会
（∋専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
（②日本国外での調査
（D損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との
協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。

看事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店ま
でご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンター
へご連絡ください。

【窓口：事故サポートセンター】0120－727－110
〈受付時間〉平日／／／午後5時～翌日午前9時

土日祝日（12月31日～1月3日を含みます。）／24時間

※上記受付時間外は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご連絡く
ださい。

臆個人情報の取扱いについて
●保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜
に提供します。
●損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害
保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、
等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業
務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う
場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を
含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他
必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外
在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン日本興亜公式ウェ
ブサイト（https：〟www．S」nk．co・」P／）をご覧くださるか、取扱代理店また
は損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
申込人（加入者）保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入
ください。

●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を
妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場
合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャ
パン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳
細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わ
せください。

S指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定
紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、
一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター

〔ナビダイヤル〕0570－022808＜通話料有料＞
受付時間：平日の午前9時15分～午後5時（土・日・祝日・年末年始は休業）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

豊深鶴謂犠鵜明したものです。詳細につきまして（ま、普通保
険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。
また、こ不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜まで
お問い合わせください。
●ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険
者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。

●このパンフの卜は、保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、福祉保険サービスまたは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

●この保険契約は、普通傷害保険普通保険約款、購買責任保険普通保険約款に各種特約をセットしたものを組み合わせた商品です。 

●この保険契約は、下記の保険会社が共同で引受ける共同保険契約であり幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・個干して、保険料の領収、保険証券の発行、 

保険金支払その他の業務または事務を行っております。 

引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 

【引受保険会社】損害保険ジャパン日本興亜株式会社‥85％＜幹事保険会社＞・東京海上日動火災保険株式会社：15％ 
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損保ジャパン日本興亜都道府県別担当一覧 （平成30年11月現在）

※下表は平成30年11月末現在のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※受付時間は平日午前9時から午後5時までとなります。（土日、視日、12／31－1／3は除きます。）
※事故報告の際は、所定の事故報告書をご利用いただき、加入証を添付のうえ、各都道府県別の事故担当にFAXにてこ送付ください。

網鎮剖i虞棚田匪 �蜜締丁軸荘重謙 �≡謹む竜頭匿 �∵ ��瞳罫関田≡部将浩司亜寿明 �出凝出盛描闇惜1田端● �i通日巨艦‾ 

担当営業店 �代表電話番号 �FAX番号 ���事故担当保険金サービス課 �代表電話番号 �FAX番号 

札幌法人営業部営業第一課 �Ol十281－6144 � �生 ��北海道火災新漣蝶験塗潰曇ビス謀 �0／l十＼22＼2ァ4Ql主 �／、／、＼01十251薫894 

青森支店法人支社 � � �／高ま∵笑鶏懇露 ��青森保険金サービス課 � �017－773－4420 

岩手支店盛岡支社 �019－653－4141 �019－653－3427 �∴亭∴十＼∴ ��費岡保険金サービス諜宰 �019－653均湊を＼＼言 �＼／819二653を687 

仙台支店法人第一支社 �022－298－1352 �022ゼ982271 �／／辛琵霊藻類 ��仙台火災新種保険金サービス課 �022－298－2280 � 

秋田支店法人支社 �018－862－4463 � �「乱：∴草：∵ ��蕪申保険金サービス課 �＼馴8－862－飴録 �〔0柑863㍍924 

山形支店山形第二支社 � � �：∴古：∴世：∴ ��山形保険金サービス課 � �023－625－0020 

霜鳥支店法人支社／； �024－523－2291 � �：∴涌：∴す∴ ��／窪地繰陰金サービス課 �示談獲4－922－2614 �024「922－2458、 

茨城支店法人支社 �029－231－8043 � �：∴予∴灘∴ ∴∴ ��茨城火災新種保険金サービス課 � �029ゼ3十8354 

栃木支店宇都宮中央支社 �028－627－8072 � �：∴牒：∴亘：∴∴ ��＼凝恭火災新種保険金サービス課 �～0客観怒3、3」743年／ �028－633－7456 

群馬支店法人支社 � � �∴守 �十∴亨∴： �群馬火災新種保険金サービス課 � � 

埼玉中央支店法人支社 �048－648－6010 �048－648－6011 � ��＼虜襲来災新種保険金サービス謀 �048－鉾畿熊）輸． �；048－647－5／869 

千葉支店千葉支社 � � �：∴干：∴亨∴ ��千葉火災新種保険金サービス課 � � 
／庖療／・福槌開発蔀第二課、 �03－3349－5137 �03－6388－㊦154／／ �霧磐、熊＼緩鰯 ��二、／薗錬濃陰金サービス課 �03－5913－3務駁詰 �言霊鎚薫き燭5－5500 

横浜支店営業第三課 � � �：∴程奈川∴ ��神奈川火災新種保険金サービス課 � �045201ゼ061 

新潟支店法本支社／子1 � �025244－5177 �：∴浦：「薫：∴ ��零顎蕩火災新種保険金サービス課 �025ゼ44－5191＼〉（ �辛縫滋綾錦諦0 

冨山支店富山支社 � �076－433－6422 �∴宣∴山∴ ��富山保険金サービス課 � �076－433ゼ050 

金沢麦橿法人支社、 � �076－232－1195 � ��＼／；金沢火災新種保険金サービス課 �976／一誌皆彰韓魚／（ �諒嬢㊧桑等繋羅93 

福井支店法人支社 � � � ��福井保険金サービス第一課 � � 

山梨支店法人支社 � �／055－233－5135 � ��山梨保険金サービス課 �諦漆薮滋終結 �霊〔海5－を37－7323 

長野支店長野法人支社 � � �濃霧類畷懸麟 ��長野火災新種保険金サービス課 �026－228－7331 �026ゼ28－7341 
長野火災新種保険金サービス課松本SC � � 

岐阜支店法人支社 �058－266－8625 �058－266－4038 �：∴岐∴　∴∴ ��＼愛知火災新種保険金サ幸梁熊襲緑 �諒瞬梨953二3903／／ �052－953－3092 

静岡支店静岡支社 � � � ��静岡火災新種保険金サービス課 � �054ゼ54－3529 

名古屋企業営業部金融公務室 �05窯953－3894、 �／＼052－953－3695 � ��愛知火災新種保険金サ喜藤熊薫染∴／ �∴／／鱗雲牽強－／39eS �＼Q52鴫53薫092 

三重支店津支社 � � �蘭 ��愛知火災新種保険金サービス第二課 �052－953－3903 �052－953－3092 

滋賀支店常葉課、∴ �窮率授窺釣、欲す＼； �＼0号み522－2078 �血 ��京都火災新種保険霊夢葦醸諌言 �075－8為義綬綴喜； �高潔熊繕蕪辞 

京都支店法人支社 � � � ��京都火災新種保険金サービス謀 �075－343－6717 � 

大阪金融公務勝算深謀∴ �、＼66÷64拳9∴凋、弱ゝ〈 �／06－6449－1388 � ��大阪火災新種保険餐遜霧駿第二課、／ �06一婦銘灘願誓 �結線綾離教養＼ 

神戸支店法人第一支社 �078－333ゼ595 �078－333ゼ674 � ��兵庫火災新種保険金サービス課ii � � 

奈良支店法人黄怨霊 �＼＼8お袋合金釦＼61∴ �0742－34－3272㌦ �謡 ��大阪火災新種爆隊糞蕉薮薮第三課＿ �／06－47鍍牽蜜徴発㊤誉／； �霊Q駁多薦勝助三47、 

和歌山支店和歌山中央支社 � � � ��大阪火災新種保険金サービス第二課 �06－4704ゼ040 � 

山陰支店鳥取支社＼）’く �。＼＼0857－23－3301＼／ �0857＿2715高士 �蘭饗撥＼紫／ ��松江保険薮窪擬駁＼ �0852電柱雲疾駆率 �宰錦離劉－8970 

山陰支店松江支社 � � �　∴∴∴∴ ∴∴∴：∴憧∴ ��松江保険金サービス課 � �085221－8970 

岡山萎底岡山中央素姓／ � �086－233－604十∵； �∴岡：∴山∴ ��間近火災競嬢潔陰金サービス諜i �086宅謙一3鎧透き／／ �086－223－1565 

広島支店法人第一支社 � � �∴　享：∴阜∴ ��広島火災新種保険金サービス課 � �082－243－6147 
／山田受暦法大安薙／組庖オフィス） �083－924－3005 �083－923－805S／〉く／； � ��雷蘭傑犠嚢連字ビス課＼ �083－23㌦6686＼ �／／／／08／3ゼ24－0231 

徳島支店徳島支社 � �088－622－9656 �：一種∴黒：∴ ��高松火災新種保険金サービス課 �087－833－3273 �087－833－3319 

高松薫廣浅春弱誓言 �087－825－0915 �087－825－Q9／＼薄率 � ��／詣磯鶏新種保険金サ二ビス諜； �／一＄87謁詳涛務食詰 �萄繚穣畿鷲韓＼／ 

愛媛支店法人支社 � � � ��松山保険金サービス第二課 � � 

高知支店法人支祥＼／’〉 �088－822－6205 �088－82寧夢3熊無実 �≡ ��積数繰金サービス諌＼ �㌍畿発議頚濾緩漁譲 �詳録幾蜜翰蒲鋏む： 

福岡支店営業第一課 � � � ��福岡火災新種保険金サービス第一課 � �092－48十0902 

＼佐賀支店佐賀支社マーケット推進G � �0952－23－㊦翰蛮笑 � ��／繕顧火災新種保険金サ「ビス第三諜辛 �諒暫薮離畿澄雄 �諒熊滋縛函晒04 

長崎支店法人支社 � � �∴：量「慮∴ ��長崎保険金サービス課 � � 

熊本支店法人支社 �096－326－9355 �096－322－61Q重言＼〈 �∴∴：∵本： ��享熊本火災新種保険金サービス諌言言 �／諒鍍簸撥綬終鎮＼／ �＼（i／⑮96－322－3990、 

大分支店法人支社 � � �÷∴紅　∴ ��大分保険金サービス課 � � 

宮崎支店法人支社 �0985－27－8351 �0985－26－6日2／∴ �「∴∴ ��∴蜜蜂保険金サービス諌：＼ �霊感鴎薬雰葦萄＼37 �0985－28－1737 

鹿児島支店法人支社 � � �∴ ��鹿児島火災新種保険金サービス課 � � 

沖縄支店法人支社 � �098－864－1580∴∴ �：∴書目∵紀： ��沖縄保険金サービス諜＼ �笠騨8避鍾痩091 �098－868－9239 

団体契約者 
お問い合わせは �㊧窪会福突全国社会福祉協議会 　　　総務部 

取扱代理店 �〒100－8980東京都千代田区霞が関3－3－2新霞が関ビル 

株式会社・福祉保険サ”ビス 〒100－0013東京都千代田区霞が関3－3－2新霞が関ビル TELO3”3581°4667FAXO3“3581“4763 �　TELO3“3581°7851 引受損害保険会社 （幹事保険会社）損害保険ジャパン日本興亜株式会社 　医療・福祉開発部第二課 〒160－8338東京都新宿区西新宿1－26－1 

〈営業時間：平日の9：30－17：30（土日・税目、12／29－1／3を除きます。）〉 �TELO3°3349－5137FAXO3・6388－0154 〈受付時間：平目の9：00－17：00（土日・祝日、12／3トl／3を除きます。）〉 

（共同引受損害保険会社）東京海上日動火災保険株式会社 

SJNK18－11250（2018．12．04）


